
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

香取の障がい者と雇用 

～香取の年輪ネットワーク創り～ 

第４5号（令和 5年 3月 15日発行） 

  
 

社会福祉法人ロザリオの聖母会 
障害者就業・生活支援センター 

香取就業センター 
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障害者就労促進チャレンジ事業 企業向け見学相談会 

 

 

令和 5年 10月 6日（金）、香取市小見川市民センターいぶき館にて、「第 2回 就業支援者養成セミナー」を開

催しました。テーマは、「地域障害者職業センターについて知ろう！～相談や活用の仕方を知り、就労支援の選択肢

を広げ、支援力の向上を図ろう～」。 

千葉障害者職業センターの上席障害者職業カウンセラー松井様 

にご登壇いただき、講義や体験を通して、地域障害者職業センターの 

機能や役割、MSFASの活用方法について教えていただきました。 

 

 教育機関、生活支援機関、就労系障害福祉サービス事業所、医療機関等、 

様々な分野の方々にご参加いただき、日々の実践に基づいた意見交換や 

情報共有、ネットワーク構築の機会になったのではないかと思います。 

今後も、各支援機関と連携しながら、本セミナーで学んだことをいかし、 

地域の利用者や相談者にとって、より有効な情報提供、ツールの活用をし 

ていけたらと思います。 

  

 

 

 

 

令和 5年 10月 26日（木）、千葉桜の里ゴルフクラブにて、「企業向け見学相談会」を開催しました。 

障害者雇用を実践されている千葉桜の里ゴルフクラブのご担当者、在職者、ジョブコーチ支援で関わってくだ

さっている支援機関ご担当者にご登壇いただき、障害者雇用における思いや考え、在職者が職場定着し、より活

躍するための取り組みや工夫、実際の支援経過や事例等について、それぞれの立場からお話いただきました。 

 

また、ハローワーク佐原のご担当者からは、香取圏域の障害者 

雇用状況や制度について、情報提供いただきました。 

 

後半の意見交換・質疑応答の場面では、職場やジョブコーチの 

より具体的な対応や支援方法について、職場の求める人材や就労 

前の準備について、職場選びについて等、ご登壇いただいた 3者 

に向けて、ご参加いただいたそれぞれの立場から、様々なご質問 

やご意見をいただきました。 

今後も、地域の障害者雇用促進、障害のある方々がより活躍し、 

戦力となることを目指して、検討・工夫しながら、本見学相談会の 

企画、日々の活動に取り組んでいければと思います。 

 

 

 

     

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令和 5年度も、近隣（香取市・潮来市・神栖市・成田市・横芝光町）の就労支援事業所（就労移行、A型、B型）

にて、出張ジョブガイダンスを実施しました。 

働くための心構えや働き続けるために大切なこと、就職活動に向けて履歴書の書き方や面接の受け方等につ

いて、講義形式でお伝えしました。また、ワークショップ、模擬面接等、より実践的な活動もさせていただきまし

た。緊張感をもって真剣にご参加くださる方が多く、有意義な時間になったのではないかと思います。 

令和 6年度以降も継続して実施していきたいと考えておりますので、随時ご相談いただけたらと思います。 

 

12月 14日（木）には、ひだまりにて、ピアサポート活動を実施しました。 

ひだまりを利用後に就職された方からの発表や意見交換を通して、就職 

希望者の意識啓発や意欲向上、働き続けるために必要なことを考える機会 

にするとともに、働く当事者の振り返り、今後に向けた課題整理や目標の 

確認の機会とすることを目的に行いました。 

  ご参加いただいた方々からは、就職時や就職後のことを意識した具体的 

な質問を多くいただきました。 

【お問い合わせ】 

社会福祉法人ロザリオの聖母会 
障害者就業・生活支援センター 香取就業センター 
 
〒287-0101 千葉県香取市高萩 1100-2 
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◎令和 6年 4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。 

 令和 5年度 令和 6年 4月 令和 8年 7月 

民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7% 

対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上 

 

◎障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。 

▶精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。  

…週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの 

期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになります。  

▶一部の週所定労働時間 20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。  

…週所定労働時間が 10時間以上 20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につい

て、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。 

 

 ☆障害者雇用に関するご相談がございましたら、事業所管轄のハローワークや圏域の障害者就業・生活支援セン 

ターまでご連絡ください。 

 

令和 5年度もお世話になり、ありがとうございました 

令和 6年度もよろしくお願いいたします 

 

 

 


